
土地改良換地について

換 地 の イ メ ー ジ

従前の土地 換地

工事前 工事後

旧道路、水路 新道路、水路

換 地 と は

農地の区画を変更する工事の代表的なものとしては、 などがありますが、このような工事により農地の区画を変更ほ場整備事業

した際、 という手法により工事の新しい区画や道路、水路などの所有者や耕作者を決め直します。換地

一般的には、工事前の土地を といい、工事後の土地を といいますが、上記のように工事後の所有者や耕作者を決め直従前地 換地

す作業またはその手法を換地と呼ぶこともあります。

換 地 の 目 的

ほ場整備事業などの工事により整備した新しい農地の所有者や耕作者を決めること。●

工事前に分散していた農地を集めること （農地の集団化）● 。

農業をやめる人の農地を、やる気があり、もっと農地がほしい農家が使えるようにすること。●

その地域が必要とする公共用地や施設用地、住宅用地を計画的に生み出すこと。●

このように、換地は農村地域の人たちの住みやすい環境づくりや、地域の発展に役立っています。

換 地 の 原 則

ほ場整備事業や換地は、 という法律に基づいて行われますが、誰もが従前地に見合う公平な換地が受けられるよう、土地改良法

土地改良法には三つの基本原則が定められています。

① に関する原則 農地は非農用地区域外に換地するなど、従前地に見合う土地利用ができること区域区分

② に関する原則 従前地と換地が見合い、かつ特定の者の不利益がなく、公平であること。照応

③ に関する原則 面積の増減割合が２割に満たないこと地積増減

これらの原則外となる場合は、 といい、個別の同意が必要となります。特別換地

また、換地は、ほ場整備事業等を実施する事業主体が定めることになっており、 が事業主体の場合、換地は が定め栃木県 栃木県

ることになります。

＊＊＊このページ掲載の図柄等については、

「やさしい換地 （全国土地改良事業団体連合会編）より引用させて頂きました＊＊＊」



換 地 の イ メ ー ジ

（土地の種別） （用途） （用途） （換地手法）

農 用 地 水田① → 水田① 普通換地〔法53①〕

畑 ② → 畑 ②

特定用途用地 宅地③ → 宅地③ 特定用途用地換地〔法53①〕

畑 ④ → 畑(非農用地) ④ 異種目換地〔法53①ただし書き〕 非農用地換地

土地改良施設用地 道路⑤ → 道路⑤ 機能交換〔法54の２⑥～⑦〕

水路⑥ → 排水路⑥

→ 用水路 共同減歩による創設換地（無償〔法53の３ ）⑦ 〕

→ 農村公園⑧ 共同減歩による創設換地（有償〔法53の３ ）〕

〔 〕）→ 工 場⑨ 不換地等見合いの創設換地(有償 法53の３の２①二

→ 農用地⑩ 不換地等見合いの創設換地(有償 法53の３の２①二 創設農用地換地〔 〕）

＊＊＊ このページ掲載の図柄等については、

「図解 換地計画の手引き （中国四国土地改良換地事務研究会編）より引用させていただきました。＊＊＊」



換 地 手 法 の 分 類

従前の土地に対応する換地を定めるもの（法第53条第1項）対応換地

次の要件すべてが満たされること

①非農用地であって引き続き非農用地として利用される土地は非農用地区域内へ、その他の土

地は非農用地区域外へ換地を定めること

②換地が従前の土地に照応していること

③地積の増減割合が２割に満たないこと

例外取扱い 上記以外の要件の全部又は一部を満たさないもの

（法第53条第1項ただし書き。関係権利者の個別同意を要する ）。

異種目換地 例外取扱いのうち、農用地等である従前の土地に対応する換地を非農用

地区域内に定めること（法第53条第1項但し書及び第53条の２）

従前の土地所有者の申出又は同意に基づき従前の土地の地積を減じ、減じた地積に見合特別減歩換地

う換地を定めないこと（法第53条の２の２及び第53条の２の３）

従前の土地所有者の申出に基づき、従前の土地に対する換地を定めないこと換 地 不 換 地

（法第53条の２の２及び第53条の２の３）

共同減歩見合 新たに必要な土地改良施設、農業経営合理化施設等の予定地を対創 設 換 地

いの創設換地 応換地の対象から除外し、これらの施設用地を創設すること

（法第53条の３）

不換地、特別 ①不換地により換地を定めない土地の地積又は特別減歩により減じ

減歩見合いの た地積の範囲内で、新たに公用・公共用地等を創設すること

創設換地 （法第53条の３の２第1項第２号）

②不換地により換地を定めない土地の地積又は特別減歩により生じ

た地積の範囲内で、農地保有合理化促進のための農用地を創設す

ること（取得者は農地保有合理化法人、土地改良区が適当と認め

た担い手 （法第53条の３の２第1項第１号））

土地改良事業によって道路等を付け替えたときに、その敷地である国公有地を消滅さ機 能 交 換

せ、付け替え後の道路等の敷地を国等へ帰属させること

第54条の２第６項及び第７項）（



換地業務の手続き

１．従前地調査 公図の補正及び地番図の作成

２．従前地再調査 調書カード補正・登記簿照合

現地確認、分散図補正及び名寄帳補正を行う

３．換地設計基準確定 換地計画の基本方針

（換地の選び方の基準及び手順等についての方針を詳しく示したもの）

４．土地評価基準及び土地評価 土地評価基準案作成

標準地調査等

５．工事後の土地の評価 従前地及び換地の評価

６．国有地払い下げ処理 無番地の処理等

７．換地計画原案作成 換地計画のもとになる案で各農家の換地選定の予定地を書面及び図面に示したもの

８．一時利用地の指定の事前通知 一時利用地の指定を行う前に弁明の機会を与えるもの

９．一時利用地の指定 換地処分までの間に従前の土地に代わる一時利用のための土地を事業主体が指定

１０．不服申立の裁決又は決定

１１．換地計画書作成 換地計画書の構成 換地設計書

各筆換地等明細書

特別の定めをする土地明細書

１２．権利者会議 ①所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借の権利その他の使用及び収

益を目的とする権利を有する者の３分の２以上が出席して、その議決権者の３分

の２以上の賛成により議決します。

②代理出席は３人までです。

③書面議決ができます。

④議決は通知事項のみ行います。

⑤議事録を作成します。

１３．換地計画の決定

１４．換地計画の公告縦覧 ２０日以上

１５．異議申立の決定

１６．計画変更 普通変更は１１～１５の手続きを準用

軽微な変更は１１，１３のみ

１７．換地処分 １２の権利者に通知して行います。

１８．換地処分の公告 換地処分の効力発生

１９．清算

２０．換地処分登記


